
 

 

＜改正条文＞ 

 

本 則 施行細則 

 

８－１２ コミッショナー基礎訓練課程 

８－１３ コミッショナー上級訓練課程 

８－１４ 修了の認証 

 

８－３－８  コミッショナー研修所 

８－３－９  コミッショナー上級訓練 

８－３－１０ 訓練機関（集合訓練）の指導要員の資格と選任 

８－１３－３ 様式等 

８－１４－１ 区分・種類 

８－１４－３ 着用方法・部位 

 
※コミッショナーの名称については現行規程で記載するが、今後改正があった場合はそれに応じて変更する。 

 

令和３（２０２１）年１１月２８日スカウト教育推進会議承認 

令和４（２０２２）年 ２月     公示 

令和４（２０２２）年 ４月 １日施行 
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第８章 指導者養成 

現行 改正 備考 
コミッショナー 

基礎訓練課程 

8-12 

コミッショナー基礎訓練課程の訓練は、コミッショナー研修所をもっ

て行う。 

コミッショナー 

共通訓練課程 

8-12 

コミッショナー共通訓練課程の訓練は、コミッショナーベーシックト

レーニングをもって行う。 

条文改正 

コミッショナー 

上級訓練課程 

8-13 

コミッショナー上級訓練課程の訓練は、コミッショナー上級訓練を

もって行う。 

コミッショナー 

専門訓練課程 

8-13 

コミッショナー専門訓練課程の訓練は、コミッショナー任務別研修を

もって行う。 

② コミッショナー任務別研修は、日本連盟コミッショナー課程、県連

盟コミッショナー課程、団担当コミッショナー課程、地区コミッショナー

課程をもって行う。 

条文改正 

修了の認証 

8-14 

（条文省略） 

コミッショナー訓練 

課 程 訓練名称 履修認定者 

基礎訓練 コミッショナー研修所 所長 

上級訓練 コミッショナー上級訓練 
県連盟コ ミ ッシ ョ

ナー 
 

修了の認証 

8-14 

（条文省略） 

コミッショナー訓練 

課 程 訓練名称 履修認定者 

共通訓練 
コミッショナー 

ベーシックトレーニング 
コースディレクター 

専門訓練 
コミッショナー 

任務別研修 
主任講師 

 

条文改正 
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第８章 施行細則（隊指導者・団指導者・コミッショナー） 

現行 改正 備考 
コミッショナー研

修所 

8-3-8 

コミッショナー研修所は、隊指導者上級訓練課程修了者で、各

種コミッショナー、その候補者、または都道府県連盟等役員及び

その候補者を対象として開設し、参加者が本連盟の方針とその規

程に従い、コミッショナーの任務を理解し、その任務を遂行する

能力を身につけることを目的とする。 

コミッショナー

ベーシックトレー

ニング 

8-3-8 

コミッショナーベーシックトレーニングは、隊指導者上級訓練課程修

了者で、各種コミッショナー、その候補者、または都道府県連盟等役員

及びその候補者を対象として開設し、参加者が本連盟の方針とその規

程に従い、コミッショナーの任務を理解し、その任務を遂行する能力を

身につけることを目的とする。 

条文改正 

コミッショナー上

級訓練 

8-3-9 

コミッショナー上級訓練は、コミッショナー基礎訓練課程を修了した

者を対象として取組み、参加者がコミッショナーの任務の遂行に必要

な知識と技能を高めるとともに、教育面での指導力の向上を促進する

ことを目的とする。 

コミッショナー任

務別研修 

8-3-9 

コミッショナー任務別研修は、コミッショナー共通訓練課程又はコミッ

ショナー研修所を修了した者を対象として取組み、参加者がその任務

に応じてコミッショナーの任務の遂行に必要な知識と技能を高めるととも

に、教育面での指導力の向上を促進することを目的とする。 

条文改正 
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訓練機関（集合

訓練）の指導要

員の資格と選任 

8-3-10 
 

 

訓練名称 開設責任者 

指導要員の資格 指導要員の選定と委嘱 

主任講師、 

所長、 

コース 

ディレクター 

その他の 

指導要員 

主任講師 

所長、 

コース 

ディレクター 

その他の 

指導要員 

ボーイスカウト

講習会 
県連盟 

リーダートレー

ナー、副リーダ

ートレーナー 

隊指導者上級

訓練課程修了

者 

県連盟が行う 

ウッドバッジ研

修所スカウトコ

ース 県 連 盟 ま た

は、県連盟の

合同 

リーダートレー

ナー、副リーダ

ートレーナー、

隊指導者上級

訓練課程修了

者 

開設責任者が

選定し、日本

連盟が委嘱す

る 

所長、主任講

師が選定し、

開設責任者が

関係県連盟と

調整のうえ委

嘱する 

ウッドバッジ研

修所課程別研

修 

ウッドバッジ実

修所     

第二教程 

日本連盟・県

連盟または、

県連盟の合同 

リーダートレー

ナー 

リーダートレー

ナー、副リーダ

ートレーナー 

日本連盟が 

行う 

主任所員は日

本 連 盟 が 行

い、所員は所

長が選定し日

本連盟が委嘱

する 

団委員研修所 

県 連 盟 ま た

は、県連盟の

合同 

リーダートレー

ナー、副リーダ

ートレーナー 

リーダートレー

ナー、副リーダ

ートレーナー、

隊指導者上級

訓練課程修了

者 

開設責任者が

選定し、日本

連盟が委嘱す

る 

所長が選定し

開設責任者が

関係県連盟と

調整のうえ委

嘱する 

団運営実修所

第二教程 

日本連盟・県

連盟または、

県連盟の合同 

リーダートレー

ナー 

リーダートレー

ナー、副リーダ

ートレーナー 

日本連盟が 

行う 

主任所員は日

本 連 盟 が 行

い、所員は所

長が選定し日

本連盟が委嘱

する 

コミッショナー

研修所 

県 連 盟 ま た

は、県連盟の

合同 

開設責任者が

選定し、日本

連盟が委嘱す

る 

所長が選定し

開設責任者が

関係県連盟と

調整のうえ委

嘱する 

ウッドクラフト 

コース 
日本連盟 

リーダートレー

ナー 

リーダートレー

ナー 

副リーダート

レーナー 

日本連盟が行

う 

日本連盟が行

う 

 

 

訓練機関（集合

訓練）の指導要

員の資格と選任 

8-3-10 
 

 

訓練名称 
開設責任

者 

指導要員の資格 指導要員の選定と委嘱 

主任講師、 

所長、 

コース 

ディレク

ター 

その他の 

指導要員 

主任講師 

所長、 

コース 

ディレクター 

その他の 

指導要員 

ボーイスカウト講習会 県連盟 

リーダートレ

ーナー、副

リーダートレ

ーナー 

隊 指 導 者

上 級 訓 練

課 程 修 了

者 

県連盟が行う 

ウッドバッジ研修所スカウト

コース 
県連盟また

は、県連盟

の合同 

リーダートレ

ーナー、副

リーダートレ

ーナー、隊

指 導 者 上

級 訓 練 課

程修了者 

開設責任者

が選定し、日

本連盟が委

嘱する 

所長、主任講

師が選定し、

開設責任者が

関係県連盟と

調整のうえ委

嘱する 

ウッドバッジ研修所課程別

研修 

ウッドバッジ実修所     

第二教程 

日本連盟・

県連盟また

は、県連盟

の合同 

リーダートレ

ーナー 

リーダートレ

ーナー、副

リーダートレ

ーナー 

日本連盟が 

行う 

主任所員は日

本 連 盟 が 行

い、所員は所

長が選定し日

本連盟が委嘱

する 

団委員研修所 

県連盟また

は、県連盟

の合同 

リーダートレ

ーナー、副

リーダートレ

ーナー 

リーダートレ

ーナー、副

リーダートレ

ーナー、隊

指 導 者 上

級 訓 練 課

程修了者 

開設責任者

が選定し、日

本連盟が委

嘱する 

所長が選定し

開設責任者が

関係県連盟と

調整のうえ委

嘱する 

団運営実修所第二教程 

日本連盟・

県連盟また

は、県連盟

の合同 

リーダートレ

ーナー 

リーダートレ

ーナー、副

リーダートレ

ーナー 

日本連盟が 

行う 

主任所員は日

本 連 盟 が 行

い、所員は所

長が選定し日

本連盟が委嘱

する 

コミッショナー 

ベーシック 

トレーニング 
県連盟また

は、県連盟

の合同 コ ミ ッ シ ョ

ナー、 リー

ダートレー

ナー 

コ ミ ッ シ ョ

ナー、 リー

ダートレー

ナ ー 、 副

リーダート

レーナー 

開設責任者

が選定し 、

日本連盟が

委嘱する 

コースディレク

ターが選定し

開設責任者が

関係県連盟と

調整のうえ委

嘱する 

コミッ

ショ

ナー 

任務

別研

修 

地区コミッショ

ナー課程、 

団担当コミッ

ショナー課程 

主任講師が選

定し開設責任

者が関係県連

盟と調整のう

え委嘱する 

県連盟コミッ

ショナー課程、 

日本連盟コミッ

ショナー課程 

日本連盟 日本連盟が行う 

コミッショナー研

修所を削除 

コ ミ ッシ ョ ナー

ベーシックトレー

ニング、任務別

研修を追加 
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ウッドクラフト 

コース 
日本連盟 

リーダート

レーナー 

リーダート

レーナー 

副リーダー

トレーナー 

日本連盟が行う 
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現行 改正 備考 
様式等 

8-13-3 

指導者訓練修了章の様式は次のとおりとする。 

課程 名称 様式図例 寸法 地色 
着用部位 

その他 

導入

訓練 

ボーイ 

スカウト 

講習会 

 

本結び銀糸 

1.6 

× 

4cm 

若草色 

左胸ポ

ケット上

部に接し

てつけ

る。 

隊指

導者 

基礎

訓練 

ビーバー 

部門 

本結び銀糸 

水色 

カブ部門 黄色 

ボーイ部門 緑色 

ベンチャー 

部門 
紺色 

隊指

導者 

上級

訓練 

ビーバー 

部門 

本結び金糸 

水色 

カブ部門 黄色 

ボーイ部門 緑色 

ベンチャー 

部門 
紺色 

団委員基礎訓練 本結び銀糸 白色 

団委員上級訓練 本結び金糸 白色 

コミッショナー 

基礎訓練 
本結び銀糸 紫色 

コミッショナー 

上級訓練 
本結び金糸 紫色 

ウッドクラフト 

コース 
本結び金糸 橙色 

 

様式等 

8-13-3 

指導者訓練修了章の様式は次のとおりとする。 

課程 名称 様式図例 寸法 地色 
着用部位 

その他 

導入

訓練 

ボーイ 

スカウト 

講習会 

 

本結び銀糸 

1.6 

× 

4cm 

若草色 

左胸 

ポケット 

上部に 

接して 

つける。 

隊指

導者 

基礎

訓練 

ビーバー 

部門 

本結び銀糸 

水色 

カブ部門 黄色 

ボーイ部門 緑色 

ベンチャー 

部門 
紺色 

隊指

導者 

上級

訓練 

ビーバー 

部門 

本結び金糸 

水色 

カブ部門 黄色 

ボーイ部門 緑色 

ベンチャー 

部門 
紺色 

団委員基礎訓練 本結び銀糸 白色 

団委員上級訓練 本結び金糸 白色 

コミッショナー 

共通訓練 
本結び銀糸 紫色 

コ

ミッ

ショ

ナー 

専門

訓練 

日本連盟コミッ

ショナー課程 

本結び金糸 

えんじ

色、 

縁紫色 

県連盟コミッショ

ナー課程 

青色、 

縁紫色 

地区コミッショナー

課程 

紺色、 

縁紫色 

団担当コミッショ

ナー課程 

白色、 

縁紫色 

ウッドクラフト 

コース 
本結び金糸 橙色 

 

コミッショナー基

礎訓練、コ ミ ッ

ショナー上級訓

練を改正 

区分・種類 

8-14-1 

指導者訓練修了章の区分及び種類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 導入訓練課程 

 ⑵ 隊指導者基礎訓練課程 

  （ビーバー・カブ・ボーイ・ベンチャーの各課程） 

 ⑶ 隊指導者上級訓練課程 

  （ビーバー・カブ・ボーイ・ベンチャーの各課程） 

 ⑷ 団委員基礎訓練課程 

 ⑸ 団委員上級訓練課程 

 ⑹ コミッショナー基礎訓練課程 

 ⑺ コミッショナー上級訓練課程 

 ⑻ 副リーダートレーナーコース 

 ⑼ リーダートレーナーコース 

 ⑽ ウッドクラフトコース 

区分・種類 

8-14-1 

指導者訓練修了章の区分及び種類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 導入訓練課程 

 ⑵ 隊指導者基礎訓練課程 

  （ビーバー・カブ・ボーイ・ベンチャーの各課程） 

 ⑶ 隊指導者上級訓練課程 

  （ビーバー・カブ・ボーイ・ベンチャーの各課程） 

 ⑷ 団委員基礎訓練課程 

 ⑸ 団委員上級訓練課程 

 ⑹ コミッショナー共通課程 

 ⑺ コミッショナー専門課程 

  （日本連盟コミッショナー・県連盟コミッショナー・地区コミッショナー・

団担当コミッショナーの各課程） 

 ⑻ 副リーダートレーナーコース 

 ⑼ リーダートレーナーコース 
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現行 改正 備考 
 ⑽ ウッドクラフトコース 

 

着用方法・部位 

8-14-2 

⑴ 着用方法 

指導者訓練修了章は、隊指導者の訓練、団指導者の訓練、コミッショ

ナーの訓練、トレーナーの訓練及びウッドクラフトの訓練の各区分で修

了した課程の上級のものを１個ずつ３個まで着用する。ただし、隊指導

者訓練を複数課程修了し、他の区分（団指導者・コミッショナー・トレー

ナー・ウッドクラフト）の訓練を修了していない場合は、３個までに限っ

て着用することができる。 

（以降、条文省略） 

 

着用方法・部位 

8-14-2 

⑴ 着用方法 

指導者訓練修了章は、隊指導者の訓練、団指導者の訓練、コミッショ

ナーの共通訓練、コミッショナーの専門訓練、トレーナーの訓練及び

ウッドクラフトの訓練の各区分で修了した課程の上級のものを１個ずつ３

個まで着用する。ただし、隊指導者訓練を複数課程修了し、他の区分

（団指導者・コミッショナー・トレーナー・ウッドクラフト）の訓練を修了して

いない場合は、３個までに限って着用することができる。 

（以降、条文省略） 

 

 

 

 

以 上 


